
 

寒 川町 小児 の医療 費の 助成 に関 する条 例施 行規 則新 旧対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～   

(条 例第 3条 第 3項の 規則 で定 める 額 ) (条 例第 3条 第 3項の 規則 で定 める 額 ) 

第 4条  条 例 第 3条 第 3項 に 規 定 す る 規 則

で 定め る額 は、同項 に規 定す る扶 養親族

等 及 び 児 童 が い な い と き は 、 5 3 2万 円 と

し 、扶 養親 族等及 び児 童が ある ときは、

5 3 2万 円 に 当 該 扶 養 親 族 等 及 び 児 童 一 人

に つ き 3 8万 円 (当 該 扶 養 親 族 等 が 所 得 税

法 (昭 和 4 0年 法 律 第 3 3号 )に 規 定 す る 老

人 控 除 対 象 配 偶 者                    

         又 は 老 人 扶 養 親 族 で あ る と き

は、当該 老人 控除対 象配 偶者 又は 老人扶

養 親 族 一 人 に つ き 44万 円 )を 加 算 し た 額

と する 。  

第 4条  条 例 第 3条 第 3項 に 規 定 す る 規 則

で 定め る額 は、同項 に規 定す る扶 養親族

等 及 び 児 童 が い な い と き は 、 5 3 2万 円 と

し 、扶 養親 族等及 び児 童が ある ときは、

5 3 2万 円 に 当 該 扶 養 親 族 等 及 び 児 童 一 人

に つ き 3 8万 円 (当 該 扶 養 親 族 等 が 所 得 税

法 (昭 和 4 0年 法 律 第 3 3号 )に 規 定 す る 同

一 生 計 配 偶 者 (70歳 以 上 の 者 に 限 る 。 以

下 同 じ 。 )又 は 老 人 扶 養 親 族 で あ る と き

は、当該 同一 生計配 偶者     又は 老人扶

養 親 族 一 人 に つ き 44万 円 )を 加 算 し た 額

と する 。  

2 （略）  2 （略）  

(所 得の額 の計 算方 法 ) (所 得の額 の計 算方 法 ) 

第 5条  条 例 第 3条 第 3項 に 規 定 す る 所 得

の 額 は 、 そ の 所 得 が 生 じ た 年 の 翌 年 の 4

月 1日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 に 係

る 地 方 税 法 第 3 1 3条 第 1項 に 規 定 す る 総

所 得金 額、退 職所得 金額 及び 山林 所得金

額、同法 附則 第 33条 の 3第 5項 に規 定する

土 地等 に係 る事業 所得 等の 金額、同法附

則 第 3 4条 第 4項 に 規 定 す る 長 期 譲 渡 所 得

の 金 額                              

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                 、

同 法 附 則 第 3 5条 第 5項     に 規 定 す る 短

期 譲 渡 所 得 の 金 額                    

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

第 5条  条 例 第 3条 第 3項 に 規 定 す る 所 得

の 額 は 、 そ の 所 得 が 生 じ た 年 の 翌 年 の 4

月 1日 の 属 す る 年 度 分 の 市 町 村 民 税 に 係

る 地 方 税 法 第 3 1 3条 第 1項 に 規 定 す る 総

所 得金 額、退 職所得 金額 及び 山林 所得金

額、同法 附則 第 33条 の 3第 5項 に規 定する

土 地等 に係 る事業 所得 等の 金額、同法附

則 第 3 4条 第 4項 に 規 定 す る 長 期 譲 渡 所 得

の 金 額 (租 税 特 別 措 置 法 (昭 和 3 2年 法 律

第 26号 )第 33条 の 4第 1項 若し くは 第 2項、

第 34条 第 1項 、 第 34条 の 2第 1項 、 第 34条

の 3第 1項 、 第 35条 第 1項 、 第 3 5条 の 2第 1

項 又 は 第 3 6条 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合

に は、こ れら の規定 の適 用に より 同法第

3 1条 第 1項 に 規 定 す る 長 期 譲 渡 所 得 の 金

額 か ら 控 除 す る 金 額 を 控 除 し た 金 額 )、

地 方 税 法 附 則 第 3 5条 第 5項 に 規 定 す る 短

期 譲 渡 所 得 の 金 額 (租 税 特 別 措 置 法 第 3 3

条 の 4第 1項 若 し く は 第 2項 、 第 3 4条 第 1

項 、第 34条 の 2第 1項、 第 34条の 3第 1項、

第 3 5条 第 1項 又 は 第 36条 の 規 定 の 適 用 が

あ る場 合に は、これ らの 規定 の適 用によ

り 同 法 第 3 2条 第 1項 に 規 定 す る 短 期 譲 渡



 

                                   

       、 同 法 附 則 第 3 5条 の 4第 4項     

に 規 定 す る 先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の

金 額 、 租 税 条 約 等 の 実 施 に 伴 う 所 得 税

法、法人 税法 及び地 方税 法の 特例 等に関

す る 法 律 (昭 和 44年 法 律 第 4 6号 )第 3条 の

2の 2第 1 0項 に 規 定 す る 条 約 適 用 配 当 利

子 等 の 額 並 び に 同 条 第 1 2項 に 規 定 す る

条 約 適 用 配 当 等 の 額 の 合 計 額 か ら 8万 円

を 控除 した 額とす る。  

所 得 の 金 額 か ら 控 除 す る 金 額 を 控 除 し

た 金 額 )、 地 方 税 法 附 則 第 3 5条 の 4第 4項

に 規 定 す る 先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の

金 額 、 租 税 条 約 等 の 実 施 に 伴 う 所 得 税

法、法人 税法 及び地 方税 法の 特例 等に関

す る 法 律 (昭 和 44年 法 律 第 4 6号 )第 3条 の

2の 2第 1 0項 に 規 定 す る 条 約 適 用 配 当 利

子 等 の 額 並 び に 同 条 第 1 2項 に 規 定 す る

条 約 適 用 配 当 等 の 額 の 合 計 額 か ら 8万 円

を 控除 した 額とす る。  

2 前項に 規定 する 市町 村民 税に つき 、次

の 各 号 に 掲 げ る 控 除 を 受 け た 者 に つ い

て は、当 該各 号に掲 げる 額を 同項 の規定

に よ っ て 計 算 し た 額 か ら そ れ ぞ れ 控 除

す るも のと する。  

2 前項に 規定 する 市町 村民 税に つき 、次

の 各 号 に 掲 げ る             者 に つ い

て は、当 該各 号に掲 げる 額を 同項 の規定

に よ っ て 計 算 し た 額 か ら そ れ ぞ れ 控 除

す るも のと する。  

( 1 ) 地 方 税 法 第 314条 の 2第 1項 第 1号 、

第 2号 又 は 第 4号 に 規 定 す る 控 除      

      当 該 雑 損 控 除 額 、 医 療 費 控 除

額 又 は 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額

に 相当 する 額  

( 1 ) 地 方 税 法 第 314条 の 2第 1項 第 1号 、

第 2号 又 は 第 4号 に 規 定 す る 控 除 を 受

け た者  当 該雑損 控除 額、医 療費 控除

額 又 は 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額

に 相当 する 額  

( 2 ) 地 方 税 法 第 314条 の 2第 1項 第 6号 に

規 定 す る 控 除            当 該 控 除

の 対 象 と な っ た 障 害 者 一 人 に つ き 2 7

万 円 (当 該 障 害 者 が 同 号 に 規 定 す る 特

別 障害 者で ある場 合に は、 40万 円 ) 

( 2 ) 地 方 税 法 第 314条 の 2第 1項 第 6号 に

規 定 す る 控 除 を 受 け た 者  当 該 控 除

の 対 象 と な っ た 障 害 者 一 人 に つ き 2 7

万 円 (当 該 障 害 者 が 同 号 に 規 定 す る 特

別 障害 者で ある場 合に は、 40万 円 ) 

( 3 ) 地 方 税 法 第 314条 の 2第 1項 第 8号 に

規 定 す る 控 除                      

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

( 3 ) 地 方 税 法 第 314条 の 2第 1項 第 8号 に

規 定 す る 控 除 (同 法 第 2 9 2条 第 1項 第 1 1

号 イ中「夫 と死 別し、若 しくは 夫と 離

婚 し た 後 婚 姻 を し て い な い 者 又 は 夫

の 生 死 の 明 ら か で な い 者 で 政 令 で 定

め るも の」とあ るのを「 婚姻に よら な

い で母 とな った女 子で あっ て、現 に婚

姻 をし てい ないも の」と読み 替え た場

合 に お い て 同 号 イ に 該 当 す る 所 得 割

(同 項第 2号 に規定 する 所得 割を いう。

以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )の 納 税 義

務 者 (同 項 第 1 3号 に 規 定 す る 合 計 所 得

金 額 が 1 2 5万 円 を 超 え る 者 に 限 る 。 以

下 この 号に おいて 同じ 。)及び 同項第 1

2号 中 「 妻 と 死 別 し 、 若 し く は 妻 と 離

婚 し た 後 婚 姻 を し て い な い 者 又 は 妻

の 生 死 の 明 ら か で な い 者 で 政 令 で 定



 

                                 

                                 

                                 

                                 

                       2 7万 円 (当

該 控 除 を 受 け た 者 が 同 条 第 3項       

    に 規 定 す る 寡 婦                

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                         で あ る 場

合 には 、 35万円 ) 

め るも の」とあ るのを「 婚姻に よら な

い で父 とな った男 子で あっ て、現 に婚

姻 をし てい ないも の」と読み 替え た場

合 に お い て 同 号 に 該 当 す る 所 得 割 の

納 税義 務者 を含む。) 27万 円 (当該 控

除 を 受 け た 者 が 同 法 第 3 1 4条 の 2第 3項

に 規 定 す る 寡 婦 (同 法 第 2 9 2条 第 1項 第

11号イ 中「 夫と 死別し 、若しく は夫 と

離 婚 し た 後 婚 姻 を し て い な い 者 又 は

夫 の 生 死 の 明 ら か で な い 者 で 政 令 で

定 める もの 」と あるの を「婚姻 によ ら

な いで 母と なった 女子 であ って、現に

婚 姻を して いない もの 」と読 み替 えた

場 合 に お い て 同 法 第 31 4条 の 2第 3項 に

該 当す る者 を含む。)で ある 場合 には 、

35万円 ) 

( 4 ) 地 方 税 法 第 314条 の 2第 1項 第 9号 に

規 定す る控 除            27万 円  

( 4 ) 地 方 税 法 第 314条 の 2第 1項 第 9号 に

規 定す る控 除 を受 けた 者  27万 円  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

 (施 行期日 ) 

1 この規 則は 、公 布の 日か ら施 行する 。

た だし 、第 5条の 改正規 定は 、平成 31年 1

月 1日から 施行 する 。  

 (経 過措置 ) 

2 この規 則に よる 改正 後の 寒川 町小児 の

医 療費 の助 成に関 する 条例 施行 規則 (以

下 「新 規則 」とい う。 )第 4条の 規定は 、

寒 川町 小児 の医療 費の 助成 に関 する条

例 (平成 7年 寒川町 条例 第 7号 )第 3条 第 3

項 各号 に定 める所 得が 平成 30年 以後の

所 得で ある 場合に つい て適 用し、同項 各

号 に定 める 所得が 平成 29年 以前 の所得

で ある 場合 につい ては 、な お従前 の例 に

よ る。  

 3 新規則 第 5条の 規定 は、 平成 31年 1月 1

日 以後 に受 ける医 療に 関す る給 付 につ

い て適 用し、同日 前に受 けた 医療 に関す

る 給付 につ いては 、な お従 前の 例によ

る 。  

 


